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農林水産省経営局

第２回日照不足・低温等対策連絡会議の概要

本日（２８日）１７時から、第２回日照不足・低温等対策連絡会議を開催しました。今

回の連絡会議においては、

① 担当課からの報告等から以下のような状況を確認するとともに、

② 引き続き、農作物の生育状況や農産物の価格動向を注視すること、また、農産物の供

給や農業経営への影響に対する的確な対策の実施及び速やかな実施のための準備を行う

ことを確認しました。

１ 主要な農作物への日照不足・低温等の影響と対応状況

(1) 水稲

８月１５日現在における生育・作柄の概況は、７月以降の全国的な日照不足や７月中

・下旬の北海道の低温等の影響から、早場地帯１９道県の作柄は、「平年並み」が１０

県、「やや不良」が９道県となっており、一方、遅場地帯２７都府県の生育は、「平年並

み」が１５都府県、「やや不良」が１２府県。今後、登熟期の気温の推移等に引き続き

注意が必要

また、本年は登熟が例年よりも遅れ、ほ場によって登熟の進度もバラつくことが予想

されるため、籾の黄化や葉色状態等を踏まえて収穫適期を判断するなどの技術指導をさ

らに推進

なお、８月２８日現在、北海道及び北陸（一部地域）で生育遅延に伴う農業用水の取

水期間を延長（東北（一部地域）で延長準備中）

(2) 麦

北海道の収穫は完了したが、長雨の影響による倒伏、穂発芽等から、品質低下や減収

の見込み。農業共済団体においては、乾燥・調製後の収量・品質の確定を受けて、共済

金を年内支払

(3) 野菜

ばれいしょ、たまねぎ等については、主産地の北海道等において生育や収穫等の作業

が遅れ、８月上旬から、市場価格が平年を大きく上回って推移

このため、８月１１日に生産出荷団体に対し、出荷の前倒し等による出荷促進を要請



その後、関係者の協力により収穫等の作業が進むとともに、規格外野菜の販売による

供給量の確保等の取組もあり、市場価格は平年を上回っているものの、徐々に落ち着き

つつある状況（ばれいしょは８月上旬は市場価格が平年比２００％を超える日もあった

が、現在は１３０％前後で推移）

２ 被害状況に応じた今後の速やかな対応のための準備等

(1) 被害農業者への共済金の支払又は仮渡しが年内に行えるような準備として、農業共済

団体等に対し、被害実態等を把握して損害評価の体制・実施計画等を検討、整備するこ

との指導等を行うとともに、農業共済団体の取組のフォローを実施

(2) 被害状況に応じて、農林漁業セーフティネット資金等の融通及び既貸付金の償還猶予

等の措置が的確に行われるよう、関係金融機関に準備を依頼済み

また、これらの支援を実施する場合には、関係金融機関が、普及組織と連携し、相談

窓口の開設だけでなく、パンフレット等によって、被害農業者に対する丁寧な説明・対

応を行うよう依頼

中国・九州北部豪雨の被害については、農林水産省のホームページにパンフレ

ットを掲載して金融機関の取組を促進。

(3) なお、被害があったとしても、

① 当年の収穫に関係なく支払われる水田・畑作経営所得安定対策の固定払について

は、６月までに申請があったもののうち、８月２０日現在８９％が交付決定済みであ

り、８月中には支払が完了する見込み

② 産地確立交付金は、災害の被害により収穫ができない場合においても、交付対象と

することについて、関係県に周知済み
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